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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】無線装置で勝手に送りつけられて来るＩＰパケ
ットを受信することの影響を軽減するための方法および
装置。
【解決手段】早めに休止状態を開始するため、無線装置
は無線ネットワークからＩＰパケットを受信し、この受
信ＩＰパケットが勝手に送りつけられて来るＩＰパケッ
トかどうかを決定する。受信ＩＰパケットが無線装置を
休止状態から再活性化させるか、または無線装置で走行
中のアプリケーションまたはサービスに引き渡されなけ
れば、勝手に送りつけられて来るＩＰパケットが宣言さ
れる。受信ＩＰパケットが勝手に送りつけられて来るＩ
Ｐパケットであると思われ、および他のいずれのイベン
トも休止状態への移行を妨げないならば、無線装置は早
めに休止状態に移行する。無線装置は勝手に送りつけら
れて来るＩＰパケットが検出されるならば所定の持続時
間の間静止タイマのための短縮値を、およびその後は静
止タイマのための公称値を使用できる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークからパケットを受信するように動作するプロセッサと、および
　前記受信パケットが前記無線ネットワークから要求されない勝手に送りつけられて来る
パケットであるかどうかを決定し、および前記受信パケットが勝手に送りつけられて来る
パケットであるとみなされる場合、早めに休止状態への移行を開始するように動作するコ
ントローラと、
　を含む無線装置。
【請求項２】
　前記受信パケットが休止状態からの移行を引き起こす場合、前記コントローラは、前記
受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言するように動作する、請
求項１記載の無線装置。
【請求項３】
　前記受信パケットが前記無線装置において実行中のアプリケーションまたはサービスに
引き渡されない場合、前記コントローラは、前記受信パケットが勝手に送りつけられて来
るパケットであると宣言するように動作する、請求項１記載の無線装置。
【請求項４】
　前記受信パケットが無応答または拒絶応答という結果になる場合、前記コントローラは
、前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言するように動作す
る、請求項１記載の無線装置。
【請求項５】
　次のデータ交換が、もしあるならば、所定の持続時間より短いとみなされる場合、前記
コントローラは、前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言す
るように動作する、請求項１記載の無線装置。
【請求項６】
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであり、および静止タイマの終
了時に休止状態への移行を開始するとみなされる場合、前記コントローラは、前記静止タ
イマを短縮値にリセットするように動作する、請求項１記載の無線装置。
【請求項７】
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであり、および静止タイマの終
了時に休止状態への移行を開始することはないとみなされる場合、前記コントローラは、
前記静止タイマを所定の値にリセットするように動作する、請求項１記載の無線装置。
【請求項８】
　無線ネットワークからパケットを受信することと、
　前記受信パケットが前記無線ネットワークから要求されない勝手に送りつけられて来る
パケットであるかどうかを決定することと、および
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、早め
に休止状態に移行することと
　を含む方法。
【請求項９】
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるかどうかを前記決定する
ことは、
　前記受信パケットが休止状態からの移行を引き起こす場合、前記受信パケットが勝手に
送りつけられて来るパケットであると宣言することを含む、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるかどうかを前記決定する
ことは、
　前記受信パケットがアプリケーションまたはサービスに引き渡されない場合、前記受信
パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言することを含む、請求項８記
載の方法。
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【請求項１１】
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、静止
タイマを短縮値にリセットすることと、および
　前記静止タイマの終了時に休止状態に移行することと
　をさらに含む請求項８記載の方法。
【請求項１２】
　無線ネットワークからパケットを受信するための手段と、
　前記受信パケットが前記無線ネットワークから要求されない勝手に送りつけられて来る
パケットであるかどうかを決定するための手段と、および
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、早め
に休止状態に移行するための手段と
　を含む装置。
【請求項１３】
　前記受信パケットが休止状態からの移行を引き起こす場合、前記受信パケットが勝手に
送りつけられて来るパケットであると宣言するための手段をさらに含む請求項１２記載の
装置。
【請求項１４】
　前記受信パケットがアプリケーションまたはサービスに引き渡されない場合、前記受信
パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言するための手段をさらに含む
請求項１２記載の装置。
【請求項１５】
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、静止
タイマを短縮値にリセットするための手段と、および
　前記静止タイマの終了時に休止状態に移行するための手段と
　を含む請求項１２記載の装置。
【請求項１６】
　無線ネットワークからの受信パケットが前記無線ネットワークから要求されない勝手に
送りつけられて来るパケットであるかどうかを決定する動作、および
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、早め
に休止状態への移行を開始する動作
　を無線装置内で行うことができる命令を蓄積するためのプロセッサ可読媒体。
【請求項１７】
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、静止
タイマを短縮値にリセットする動作、および
　前記静止タイマの終了時に休止状態への移行を開始する動作
　を実行可能な命令をさらに蓄積するための請求項１６記載のプロセッサ可読媒体。
【請求項１８】
　無線ネットワークからパケットを受信する動作を行うプロセッサと、および
　前記受信パケットが無線ネットワークから勝手に送りつけられて来るパケットであるか
どうかを決定する動作、前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると
みなされる場合、所定の持続時間の間静止タイマのために第１のタイマ値を使用する動作
、および、前記所定の持続時間の後に前記静止タイマのために第２のタイマ値を使用する
動作を行うコントローラと
　を含む無線装置。
【請求項１９】
　前記コントローラは、前記所定の持続時間の間に受信された各パケットについて前記静
止タイマを前記第１のタイマ値にリセットする動作を行う、請求項１８記載の装置。
【請求項２０】
　前記コントローラは、前記所定の持続時間の後に受信された各パケットについて前記静
止タイマを前記第２のタイマ値にリセットする動作を行う、請求項１８記載の装置。
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【請求項２１】
　前記所定の持続時間は、前記第１のタイマ値または前記第２のタイマ値に等しい、請求
項１８記載の装置。
【請求項２２】
　前記コントローラは、前記静止タイマの終了時に休止状態への移行を開始する動作を行
う、請求項１８記載装置。
【請求項２３】
　前記第１のタイマ値は、設定可能である、請求項１８記載の装置。
【請求項２４】
　受信パケットが無線ネットワークから要求されない勝手に送りつけられて来るパケット
であるかどうかを決定することと、
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、静止
タイマのために第１のタイマ値を使用することと、ここにおいて、前記第１のタイマ値は
、所定の持続時間のために使用される、および
　前記所定の持続時間の後に前記静止タイマのために第２のタイマ値を使用することと
　を含む方法。
【請求項２５】
　前記所定の持続時間の間に受信された各パケットについて前記静止タイマを前記第１の
タイマ値にリセットすることをさらに含む、請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　前記所定の持続時間の後に受信された各パケットについて前記静止タイマを前記第２の
タイマ値にリセットすることをさらに含む、請求項２４記載の方法。
【請求項２７】
　前記所定の持続時間は、前記第１のタイマ値または前記第２のタイマ値に等しい、請求
項２４記載の方法。
【請求項２８】
　前記静止タイマの終了時に休止状態に移行することをさらに含む、請求項２４記載の方
法。

【発明の詳細な説明】
【関連出願の参照】
【０００１】
　この出願は２００４年１１月２２日提出の米国仮出願番号第６０／６３０，２６０号、
タイトル“移動局で勝手に送りつけられて来るＩＰパケットを受信することの影響を低減
するための方法（Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｒｅｄｕｃｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｉｍｐａｃｔ　ｏ
ｆ　Ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　Ｕｎｓｏｌｉｃｉｔｅｄ　ＩＰ　Ｐａｃｋｅｔ　ｏｎ　ａ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）”の恩恵を主張し、本出願の譲受人に譲渡され、およびす
べての目的のためのそれの全体における引用によってこの中に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は一般に通信に関し、およびより詳しくは無線装置でインターネットプロトコル
（ＩＰ）パケットを処理するための技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信ネットワークは音声、パケットデータ、等のようないろいろな通信サービスを
提供するために広く展開される。無線装置は無線ネットワークによって使用されるエアリ
ンクインターフェイス上でＩＰを使用することによって無線ネットワークからデータサー
ビスを得ることができる。無線装置はネットワークエンティティとデータセッションを確
立でき、およびインターネットまたは何か他のネットワークを介して無線ネットワークに
連結された他のエンティティとデータを交換できる。
【０００４】
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　無線装置はデータセッションの間の任意の与えられた時期にアクティブ状態または休止
状態で運用できる。無線装置は延長時間の間オープンされ得るデータセッション中の一部
の時間の間だけアクティブであってもよい。例えば、無線装置はショートバースト中のパ
ケットデータを送信および／または受信してもよく、およびこれらのデータバースト中の
大部分の時間中休止状態に止まってもよい。休止状態はその中ではデータセッションは開
催されるが無線資源は解放されるシナリオを指す。セルラホンのような携帯型装置にとっ
て重要である、電池パワーを保護するために、無線装置は休止状態の間中できるだけ多く
の回路をパワーダウンすることができる。無線装置は（１）着呼またはパケットデータの
存在について無線装置に注意を喚起するページメッセージおよび（２）無線装置に関する
システムおよび他の情報を運ぶ一般メッセージを受信するために周期的にウェイクアップ
するだけでよい。
【０００５】
　無線装置は休止状態の間中無線ネットワークから勝手に送りつけられて来るＩＰパケッ
トを受信することができる。勝手に送りつけられて来るＩＰパケットはこの無線装置によ
って要求されない、およびさらにこの無線装置で走行中の類似のアプリケーションまたは
サービスを持たないＩＰパケットとして定義されることができる。休止状態中のＩＰパケ
ットの受信は典型的に無線装置に無線ネットワークとのトラフィックチャネルを再確立さ
せ、およびある期間の間アクティブ状態に止まらせる。もしも受信ＩＰパケットが勝手に
送りつけられて来るＩＰパケットであれば、その時無線装置は典型的にＩＰパケットを中
断しおよび／またはリセットパケットを送り、およびさらなるアクションは取らない。勝
手に送りつけられて来るＩＰパケットは無線ネットワークとのデータの交換を駆動させな
い。その代わりに、トラフィックチャネルは確立されるがデータを交換するために使用さ
れないので、勝手に送りつけられて来るＩＰパケットはシステム資源を浪費する。および
無線装置がターンオンされ、およびこのＩＰパケットを受信する結果として無線通信の準
備をするので、勝手に送りつけられて来るＩＰパケットはさらに電池パワーを消費し、待
機時間を短縮する。
【０００６】
　したがってこのこの分野には勝手に送りつけられて来るＩＰパケットを受信することの
影響を軽減するための技術について必要性がある。
【発明の概要】
【０００７】
　勝手に送りつけられて来るＩＰパケットを識別し、無線装置で早めに休止状態を開始す
るための技術がこの中に記述される。１局面では、もしもこの受信ＩＰパケットが（１）
無線装置に休止状態から再活性化させる（例えば、休止状態からアクティブ状態への移行
）、（２）無線装置で走行中のアプリケーションまたはサービスに引き渡されない、（３
）無線装置によって無応答または単一の“拒絶”応答という結果になる、または（４）何
か他の条件または基準を満足するならば、無線装置で受信されたＩＰパケットは勝手に送
りつけられて来るＩＰパケットであるとみなされることができる。
【０００８】
　もう１つの局面では、無線装置は勝手に送りつけられて来るＩＰパケットについて早め
に休止状態を開始する。無線装置は無線ネットワークからＩＰパケットを受信して、この
受信ＩＰパケットが勝手に送りつけられて来るＩＰパケットであるかどうかを決定する。
もしも受信ＩＰパケットが勝手に送りつけられて来るＩＰパケットであると思われ、およ
び他のいずれのイベントも休止状態への移行を妨げないならば無線装置は早めに休止状態
に移行する。
【０００９】
　無線装置は早めに休止状態に移行するためのいろいろな機構を使用することができる。
例えば、無線装置はデータセッションの間中アクティブ状態にあると同時に静止タイマを
維持する。無線装置はＩＰパケットを受信または送信時に静止タイマをリセットすること
ができ、および静止タイマの終了時に休止状態に移行することができる。静止タイマは勝
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手に送りつけられて来るＩＰパケットの影響を軽減するために複数のタイマ値で運用され
てもよい。１実施形態では、休止状態からの再活性化を引き起こす受信ＩＰパケットは勝
手に送りつけられて来るＩＰパケットであると思われ、および所定の持続時間の間静止タ
イマのために短縮値(shortened　value)の使用という結果になる。公称値はこの持続時間
の後に静止タイマのために使用される。もしも再活性化が勝手に送りつけられて来るＩＰ
パケットによるものであったならばこの短縮値は無線装置を早めに休止状態に行かせる。
【００１０】
　この発明のいろいろな局面および実施形態がさらに下に記述される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】典型的な無線展開を示す図。
【図２】典型的なプロトコルスタックを示す図。
【図３】無線装置の１実施形態を示す図。
【図４】勝手に送りつけられて来るＩＰパケットについて早めに休止状態に移行するため
の手順を示す図。
【図５】静止タイマのための２つの値の使用状態を示す図。
【図６】静止タイマを複数の値で運用するための手順を示す図。
【図７】静止タイマを選択的にリセットするための手順を示す図。
【図８】無線装置を示すブロック図。
【発明の詳細な説明】
【００１２】
　本発明の特徴および性質は全体を通して付記される参照符号を有する図面とともに、下
に述べる詳細説明からさらに明白になるであろう。
【００１３】
　術語“典型的な”は“一例、事例、または実例として機能すること”を意味すべくこの
中で使用されている。この中で“典型的な”として記述された任意の実施形態または構成
は必ずしも他の実施形態または構成以上に好ましいとか有利であると解釈されるべきでは
ない。
【００１４】
　勝手に送りつけられて来るＩＰパケットを識別するためにおよび早めに休止状態を開始
するためにこの中に記述された技術はいろいろな無線ネットワークのために使用されるこ
とができる。例えば、これらの技術は符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ネットワーク、
ユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴＳ）ネットワーク、無線ローカルエリアネットワ
ーク（ＬＡＮ）、等のために使用されることができる。ＣＤＭＡネットワークはｃｄｍａ
２０００のようなラジオアクセス技術（ＲＡＴ）およびＡＮＳＩ－４１のようなネットワ
ーキングプロトコルを実施できる。ＵＭＴＳネットワークは広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭ
Ａ）および／または移動通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））のようなＲＡ
Ｔを、およびＧＳＭ移動体アプリケーションパート（ＧＳＭ－ＭＡＰ）のようなネットワ
ーキングプロトコルを実施できる。無線ＬＡＮは限定された地理的エリア用の通信カバレ
ッジを提供し、およびＩＥＥＥ８０２．１１ネットワーク、ブルートゥースパーソナルエ
リアネットワーク（ＢＴ－ＰＡＮ）、等であってもよい。一般に、この中に記述された技
術は無線広域ネットワーク（例えば、ＣＤＭＡまたはＵＭＴＳネットワーク）または無線
ＬＡＮ（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ネットワークまたはＢＴ－ＰＡＮ）のために使用
されることができる。
【００１５】
　図１はその中で通信サービスを得るために無線装置１２０が無線ネットワーク１３０と
通信する配置１００を示す。無線装置１２０はまた移動局（ＭＳ）、ユーザ装置（ＵＥ）
、ユーザ端末、加入者ユニット、または何か他の術語で呼ばれてもよい。無線ネットワー
ク１３０は基地局１４２、パケットデータエンティティ１４４、およびＩＰゲートウェイ
１５０を含む。基地局１４２は無線装置１２０のための無線通信を提供する。パケットデ
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ータエンティティ１４４は基地局１４２とＩＰゲートウェイ１５０との間のパケットの伝
送を制御する。ＩＰゲートウェイ１５０は無線ネットワーク１３０内の無線装置のための
データサービスをサポートする。例えば、ＩＰゲートウェイ１５０は無線装置のためのデ
ータセッションの確立、維持、および終結の責任を負うことができ、およびさらに無線装
置にダイナミックなＩＰアドレスを割り当てることができる。ＩＰゲートウェイ１５０は
データネットワーク１６０ａ、インターネット１６０ｂ、および／または他のデータネッ
トワークに連結できる。ＩＰゲートウェイ１５０はこれらのデータネットワークに連結す
るいろいろなエンティティ（例えば、遠隔ホスト１７０）と通信することができる。
【００１６】
　無線ネットワーク１３０はまたラジオネットワーク１４０およびパケットデータネット
ワークから成るものとして見られることができる。ラジオネットワーク１４０は基地局１
４２およびパケットデータエンティティ１４４を含み、および無線通信をサポートする。
パケットデータネットワークはＩＰゲートウェイ１５０を含み、およびラジオネットワー
ク１４０と外部データネットワークとの間のパケット交換通信をサポートする。
【００１７】
　無線ネットワーク１３０はＣＤＭＡネットワークであってもよく、その場合にはパケッ
トデータエンティティ１４４はパケット制御機能（ＰＣＦ）と呼ばれ、およびＩＰゲート
ウェイ１５０はパケットデータサービングノード（ＰＤＳＮ）と呼ばれる。無線ネットワ
ーク１３０はまたＵＭＴＳネットワークであってもよく、その場合にはパケットデータエ
ンティティ１４４はサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）と呼ばれ、およびＩ
Ｐゲートウェイ１５０はゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）と呼ばれる。
無線ネットワーク１３０はまた無線ＬＡＮであってもよい。
【００１８】
　図２は無線ネットワーク１３０を介して無線装置１２０と遠隔ホスト１７０との間のデ
ータ通信用の典型的なプロトコルスタック２００を示す。プロトコルスタックはトランス
ポート層、ネットワーク層、リンク層、および物理層を含む。無線装置１２０と遠隔ホス
ト１７０とは伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）
、またはトランスポート層で何か他のプロトコルを使用して通信できる。ＴＣＰおよびＵ
ＤＰは典型的にネットワーク層でＩＰの上部で動作する。トランスポート層データはＩＰ
パケット内にカプセル化され、それはラジオネットワーク１４０およびＩＰゲートウェイ
１５０を介して無線装置１２０と遠隔ホスト１７０との間で交換される。
【００１９】
　無線装置１２０と無線ネットワーク１３０との間のリンク層は典型的に無線ネットワー
ク技術に依存する。ＣＤＭＡネットワークに関して、リンク層はラジオリンクプロトコル
（ＲＬＰ）上でポイントツーポイントプロトコル（ＰＰＰ）で実施される。無線装置１２
０はデータセッション用のＩＰゲートウェイ１５０とともにＰＰＰセッションを維持し、
およびデータ交換用のＲＬＰによりラジオネットワーク１４０と通信する。ＲＬＰはエア
リンクインターフェイス（例えば、ｃｄｍａ２０００）の上部で動作する。ラジオネット
ワーク１４０は物理層の上部で動作する技術依存インターフェイス（例えば、ＣＤＭＡネ
ットワーク用の“Ｒ－Ｐ”インターフェイス）を介してＩＰゲートウェイ１５０と通信す
る。ＩＰゲートウェイ１５０はリンク層および物理層上でＩＰを介して遠隔ホスト１７０
と通信する。いろいろな層は他の無線ネットワークについて異なってもよい。
【００２０】
　図３は無線装置１２０の１実施形態を示す。無線装置１２０では、アプリケーションお
よびサービス３２０はソケット３２２およびデータプロトコルスタック３２４上で実行す
る。ソケットはネットワーク上で走行中の２つのアプリケーション間の双方向通信パスの
１つのエンドポイントである。インターネットの環境(context)では、ソケットはＩＰア
ドレス、トランスポート層でのプロトコル（例えば、ＴＣＰまたはＵＤＰ）、およびトラ
ンスポート層プロトコル用のポート番号と関連する。無線装置１２０で走行中の各アプリ
ケーションは１つまたはそれ以上のソケットに関連し、および関連ソケットを介して外部
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エンティティとデータを交換する。各サービス（例えば、ＦＴＰ、テルネット、等）も１
つまたはそれ以上のソケットに関連する。図３に示された実施形態について、データプロ
トコルスタック３２４はＩＰの上部で動作中のＴＣＰおよび／またはＵＤＰを使用する。
一般に、データプロトコルスタックは任意数の層についてプロトコルの任意の組合わせを
実行することができる。無線装置１２０はＵｍインターフェイス３２８ａを介して無線ネ
ットワーク１３０と通信し、およびさらにＲｍインターフェイス３２８ｂを介して端末装
置と通信することができる。端末装置はラップトップコンピュータ、パーソナルディジタ
ルアシスタント（ＰＤＡ）、または何か他の計算装置であってもよい。
【００２１】
　無線装置１２０はＩＰゲートウェイ１５０とともにオープンデータセッションを持つこ
とができるが、しかし散発的にデータを交換することができる。データセッションの間、
無線装置は交換すべき（例えば、送信または受信すべき）データがある時はアクティブ状
態に入ることができ、および交換すべきデータがない時は休止状態に入ることができる。
無線装置はデータアクティビティによってアクティブおよび休止状態の間を移行する。
【００２２】
　無線装置１２０はＩＰゲートウェイ１５０および遠隔ホスト１７０とデータを交換する
ためにラジオネットワーク１４０と通信する。アクティブ状態では、無線装置１２０は（
１）ラジオネットワーク１４０からデータを受信するために使用された順方向リンクトラ
フィックチャネルおよび（２）ラジオネットワーク１４０にデータを送るために使用され
た逆方向リンクトラフィックチャネルを確立することができる。休止状態では、無線装置
はトラフィックチャネルを放棄し、および電池パワーを保護するためにできるだけ多くの
回路をパワーダウンできる。
【００２３】
　無線装置１２０は休止状態にある間中、無線ネットワーク１３０からＩＰパケットを受
信できる。受信ＩＰパケットは無線装置を休止状態から再活性化し、および無線ネットワ
ークとのデータの交換の可能性を見越して無線装置に順方向および／または逆方向リンク
のためのトラフィックチャネルを再確立させる。もしも受信ＩＰパケットが勝手に送りつ
けられて来るＩＰパケットであれば、その時無線装置は典型的にＩＰパケットを中断し、
および／またはＴＣＰリセットパケットを送り、および他のいかなるアクションも実行し
ない。この場合には、トラフィックチャネルを解放して、早めに休止状態に移り戻ること
が望ましい。
【００２４】
　図４は勝手に送りつけられて来るＩＰパケットについて早めに休止状態に移行するため
の手順４００のフロー図を示す。初めに、ＩＰパケットは無線ネットワークから受信され
る（ブロック４１２）。受信ＩＰパケットは勝手に送りつけられて来るＩＰパケットであ
るかどうかの決定がなされる（ブロック４１４）。この決定はいろいろな基準に基づいて
なされてもよい。もしも受信ＩＰパケットが勝手に送りつけられて来るＩＰパケットであ
ると思われ、および他のいかなるイベントも休止状態への移行を妨げない、例えば、他の
いかなるアクティビティも発生しないならば、無線装置は早めに休止状態に移行する（ブ
ロック４１６）。
【００２５】
　休止状態への早めの移行はいろいろな手法で達成されることができる。静止タイマに基
づいて早めに休止状態に移行するためのいくつかの実施形態が下記される。
【００２６】
　無線装置１２０はアクティブ状態にある間中、静止タイマを維持することができる。静
止タイマはいずれのデータも交換せずにアクティブ状態に止まるべき時間量を決定する。
無線装置はＩＰパケットを受信または送信する時に静止タイマを公称値にリセットするこ
とができ、および静止タイマが終了する時に休止状態に入ることができる。静止タイマは
データが交換されていない時には無線装置にトラフィックチャネルを解放させ、したがっ
て無線資源を保護する。
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【００２７】
　静止タイマのための公称値は典型的に予測データ使用率について良好な性能を提供する
ように選択される。短い静止タイマ値は無線装置がタイムアウトされ、および余りに早く
休止状態に入るという結果になり、それは例えば、遠隔サーバからの遅延応答によって、
データのロスという結果になるかもしれない。長い静止タイマ値は無線装置がいずれのデ
ータも交換せずに余りに長い間トラフィックチャネルを維持し、それによって無線資源を
浪費するという結果になるかもしれない。公称値は典型的にこれらの２つのファクタの間
の折り合いに基づいて選択される。約２０秒の公称値はあるデータ使用率のシナリオの下
で良好な性能を提供するために見つけ出された。
【００２８】
　無線装置は休止状態の間中、勝手に送りつけられて来るＩＰパケットを受信できる。勝
手に送りつけられて来るＩＰパケットは無線装置の再活性化という結果になり、および静
止タイマを公称値に設定する。無線装置はその時は休止状態に移り戻ってトラフィックチ
ャネルを解放する前に静止タイマが終了するまで待つ必要があるであろう。
【００２９】
　早めの休止状態の１実施形態では、静止タイマは勝手に送りつけられて来るＩＰパケッ
トを受信することの影響を軽減するために複数の値で運用される。（公称値より短い）短
縮値は無線装置が休止状態から再活性化される時に静止タイマのために使用されてもよい
。短縮値は無線装置を休止状態に戻らせ、およびもしも再活性化が勝手に送りつけられて
来るＩＰパケットに起因したならばトラフィックチャネルをより早く解放させる。公称値
は無線装置が無線ネットワークとデータを交換している時には静止タイマのために使用さ
れてもよい。公称値は無線装置に上記された２つのファクタによって所望の動作を達成さ
せる。短縮値は、例えば、上記された２つのファクタについて、良好な性能を達成するよ
うに選択されてもよい。例えば、公称値は２０秒であってもよく、および短縮値は５秒で
あってもよい。短縮値はまた勝手に送りつけられて来るトラフィック、ネットワーク動作
、等のための典型的なパターンに基づいて選択される構成可能な値であってもよい。構成
可能な短縮値はまた、例えば、０から５秒の、所定の範囲内の値であるように限定されて
もよい。
【００３０】
　図５は、１実施形態に従って、静止タイマのための短縮および公称値の使用を図示する
。この実施形態について、短縮値はウェイトピリオドと呼ばれる、無線装置が休止状態か
ら再活性化される後の所定の持続時間のために使用され、および公称値はこのウェイトピ
リオドの後で使用される。ウェイトピリオドは良好な性能を提供するように選択される固
定値であってもよい。例えば、ウェイトピリオドは短縮値または公称値と等しくてもよい
。または、ウェイトピリオドは勝手に送りつけられて来るトラフィックのための典型的な
パターンに基づいて選択される構成可能な値であってもよい。ウェイトタイマは短縮値が
使用される時の経過時間の追跡を続けるために使用される。ウェイトピリオドの後に公称
値を使用することによって、無線装置は（１）ネットワーク生起のトラフィックおよび移
動体生起のトラフィックを同じ手法で取り扱い、および（２）静止が休止状態という結果
になって、トラフィックチャネルをいつ解放せねばならないかの点から両タイプのトラフ
ィックについて同じ動作を提供することができる。
【００３１】
　図６は静止タイマを複数の値で運用するための手順６００のフロー図である。初めに、
ＩＰパケットは無線ネットワークから受信される（ブロック６１２）。受信ＩＰパケット
が無線装置を休止状態から再活性化させるかどうかの決定がなされる（ブロック６１４）
。もしも答えが‘イエス’ならば、その時静止タイマ値は短縮値に等しく設定され（ブロ
ック６１６）、およびウェイトタイマはウェイトピリオドにリセットされる（ブロック６
１８）。そうではなく、ブロック６１４について答えが‘ノー’ならば、その時静止タイ
マ値は公称値に等しく設定される（ブロック６２０）。静止タイマはその後現在の静止タ
イマ値にリセットされ、それは無線装置が受信ＩＰパケットによって休止状態から再活性
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化されたかどうかによって短縮値または公称値であってもよい（ブロック６２２）。静止
タイマおよびウェイトタイマは各々タイマ内にロードされた値に到達する時にリセットま
たは終了している後にカウントダウンまたはアップする。
【００３２】
　その後は、もう１つのＩＰパケットが無線ネットワークで交換されるかどうかの決定が
（例えば、周期的に）なされる（ブロック６２４）。もしも答えが‘イエス’ならば、そ
の時手順はブロック６２２に戻り、および静止タイマは現在の静止タイマ値にリセットさ
れる。そうではなく、もしもブロック６２４について答えが‘ノー’ならば、その時静止
タイマは終了したかどうかの決定がなされる（ブロック６２６）。もしもブロック６２６
について答えが‘ノー’ならば、その時ウェイトタイマは終了したかどうかの決定がなさ
れる（ブロック６３０）。もしもブロック６３０について答えが‘イエス’ならば、その
時静止タイマ値は公称値に等しく設定され、それはこの点から静止タイマのために使用さ
れる（ブロック６３２）。ブロック６３２から、およびまた、もしもブロック６３０につ
いて答えが‘ノー’ならば、手順はブロック６２４に戻る。
【００３３】
　もしも静止タイマが終了し、および答えがブロック６２６について‘イエス’ならば、
その時無線装置は休止状態を開始し、およびトラフィックチャネルを解放する（ブロック
６２８）。手順はその後終結する。図６には示されないが、無線装置がいずれかの理由の
ために休止に行く時には静止タイマ値は公称値に等しく設定されてもよい。これはもしも
無線装置がその後で無線ネットワークにＩＰパケットを送るならば公称値が使用されるこ
とを保証する。
【００３４】
　手順６００に関して、休止状態からの再活性化を引き起こす受信ＩＰパケットはまた静
止タイマのために短縮値が使用されているという結果にもなる。もしも受信ＩＰパケット
が勝手に送りつけられて来るＩＰパケット（例えば、ＭＳ　ＲＰＣパケット）であり、お
よび他のいかなるＩＰパケットもその後に交換されないならば、その時無線装置は短縮期
間が経過した後に休止状態を開始し、および静止タイマは終了する。この休止状態への早
めの移行はトラフィックチャネルが不必要に確立される時間の量を減少させる。例えば、
もしも公称値が２０秒であり、および短縮値が５秒であれば、その時休止状態は１５秒ま
で早めに開始されてもよい。早めの休止状態は無線ネットワークに関する無線資源と無線
装置に関する電池パワーとの両者を保護する。反対に、もしも受信ＩＰパケットが正当な
ＩＰパケットであれば、その時他のＩＰパケットはその後に交換されてもよく、および静
止タイマは各ＩＰパケット交換の後にリセットされるであろう。もしも無線装置が全ウェ
イトピリオドの間休止状態に行かなければ、その時は公称値が静止タイマのために使用さ
れる。無線装置はその後従来の場合と同じ手法で動作するであろう。
【００３５】
　手順６００は、（１）静止タイマが市内に向かう(inbound)勝手に送りつけられて来る
ＩＰパケットによって頻繁にリセットされないように、勝手に送りつけられて来るＩＰパ
ケットは散発的に受信される、および（２）静止タイマが郊外に向かう(outbound)ＩＰパ
ケットによってリセットされないように、次のＩＰパケットは勝手に送りつけられて来る
ＩＰパケットを受信することに応じて交換されない、という仮定を信頼する。手順６００
は実施するのに容易である。しかしながら、性能は基本的な仮定の確度に依存する。
【００３６】
　図６は２つの値が静止タイマのために使用され、および短縮値が全ウェイトピリオドの
間使用される特定の１実施形態を示す。もう１つの実施形態では、短縮値は受信ＩＰパケ
ットが休止状態からの再活性化を引き起こす時はいつでも使用され、および公称値は正当
なＩＰパケットが送受される時はいつでも使用される。受信ＩＰパケットはもしも、例え
ば、それが無線装置で走行中のアプリケーションまたはサービスに引き渡されれば、正当
なＩＰパケットであるとみなされることができる。ウェイトタイマはこの実施形態につい
ては必要ではない。なおもう１つの実施形態では、短縮値は、どちらが最初に発生しても
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、ウェイト持続期間の間または正当なＩＰパケットが受信されるまで使用される。この実
施形態に関しては、ウェイとタイマは正当なＩＰパケットを受信した時に終了する。なお
もう１つの実施形態では、短縮値は休止状態からの再活性化を引き起こす第１の受信ＩＰ
パケットのためにのみ使用され、および公称値はその後で使用される。この実施形態に関
しては、ウェイトタイマを維持する必要はない。
【００３７】
　なおもう１つの実施形態では、２つ以上の値が静止タイマのために使用される。例えば
、各受信ＩＰパケットは、静止タイマが最短値から公称値に、漸進的により長い値でリセ
ットされているという結果になることができる。第１の受信ＩＰパケットは静止タイマが
最短値でリセットされるという結果になることができ、次の受信ＩＰパケットは静止タイ
マがより長い値でリセットされるという結果になることができる、等、および第ｎの受信
ＩＰパケットは静止タイマが公称値でリセットされるという結果になることができる。一
般に、任意番の値が静止タイマのために使用されることができ、および各タイマ値は任意
の手法で適用されることができる。
【００３８】
　早めの休止状態のもう１つの実施形態では、静止タイマは検出されたトラフィックに基
づいて選択的にリセットされる。単一の値または複数の値が静止タイマのために使用され
ることができる。静止タイマは市内に向かうＩＰパケットの受信時にまたは郊外に向かう
ＩＰパケットの送信時に自動的にリセットされない。そうではなくて、静止タイマはＩＰ
パケットが正当なＩＰパケットであるとみなされる時はいつでも選択的にリセットされる
。
【００３９】
　図７は静止タイマを選択的にリセットするための手順７００のフロー図を示す。初めに
、ＩＰパケットは無線ネットワークから受信される（ブロック７１２）。この受信ＩＰパ
ケットは休止状態からの再活性化を引き起こしてもまたは引き起こさなくてもよい。無線
装置内の受信ＩＰパケットのための行先はその後決定される（ブロック７１４）。これは
（１）受信ＩＰパケット用の行先ポート番号を検査すること、および（２）アプリケーシ
ョンまたはサービスがこのポート番号に従っているかどうかを決定することによって達成
される。例えば、ウェブアプリケーションは無線装置で走行中であってもよく、およびデ
ータを送り出すために特定のポートを使用することができる。このポートのために予定さ
れた市内に向かうＩＰパケットはウェブアプリケーションに引き渡されるであろう。ウェ
ブアプリケーションはトラフィックを黙って求めたものとして考察されてもよい。このよ
うに市内に向かうＩＰパケットは、もしもそれが無線装置で走行中のアプリケーションま
たはサービスと関連するポートのために予定されるならば、正当なＩＰパケットとみなさ
れることができる。
【００４０】
　その後受信ＩＰパケットは無線装置で走行中のアプリケーションまたはサービスに引き
渡されたかどうかの決定がなされる（ブロック７１６）。もしも答えが‘イエス’ならば
、その時受信ＩＰパケットは正当なＩＰパケットであると思われ、および静止タイマは公
称値にリセットされる（ブロック７１８）。そうではなく、もしも受信ＩＰパケットがア
プリケーションまたはサービスに引き渡されないならば、その時静止タイマを継続させる
（即ち、リセットしなくて）もよく、または短縮値にリセットされてもよい（ブロック７
２０）。ブロック７１８および７２０の後に、手順はブロック７２２に進む。
【００４１】
　ブロック７２２では、郊外に向かうＩＰパケットが無線装置によって無線ネットワーク
に送られるかどうかの決定が（例えば、周期的に）なされる。もしも答えが‘イエス’な
らば、その時手順はブロック７１８に戻り、および静止タイマは公称値にリセットされる
。さもなければ、市内に向かうＩＰパケットが無線ネットワークから受信されるかどうか
の決定がなされる（ブロック７２４）。もしも答えが‘イエス’ならば、その時は受信Ｉ
Ｐパケットのための行先を決定するために手順はブロック７１４に戻る。もしもＩＰパケ
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ットが受信されなかった、およびブロック７２４について答えが‘ノー’ならば、その時
は静止タイマが終了したかどうかの決定がなされる（ブロック７２６）。もしも答えが‘
ノー’ならば、その時は手順はブロック７２２に戻る。そうではなく、もしも静止タイマ
が終了し、およびブロック７２６について答えが‘イエス’ならば、その時は無線装置は
休止状態を開始し、およびトラフィックチャネルを解放する（ブロック７２８）。手順は
その後終結する。
【００４２】
　手順７００に関して、静止タイマは正当な受信ＩＰパケットまたは郊外に向かうＩＰパ
ケットのどちらかによって公称値にリセットされる。静止タイマはこのように正当なトラ
フィックが検出される時はいつでも公称値にリセットされる。無線装置で走行中のアプリ
ケーションまたはサービスに引き渡されない勝手に送りつけられて来るＩＰパケットによ
って、静止タイマはリセットされず、または短縮値にリセットされ、それはその後休止状
態への早めの移行という結果になるかもしれない。
【００４３】
　図７に示されたように、手順７００は休止状態からの再活性化を引き起こす受信ＩＰパ
ケットによってトリガされることができる。一般に、手順７００は無線ネットワークまた
は無線装置によって引き起こされた再活性化のためにおよび市内に向かうトラフィックお
よび郊外に向かうトラフィックの両者のために使用されることができる。手順７００は各
受信ＩＰパケットが正当かまたは勝手に送りつけられて来るかを決定するためにより多く
の処理を必要とする。しかしながら、手順７００は各受信ＩＰパケットの正当性を確かめ
るためにある試みがなされるので、早めに休止状態を開始することでより正確であること
ができる。
【００４４】
　静止タイマおよびウェイトタイマに関する値は固定値か構成可能な値であってもよい。
例えば、固定値は無線ネットワークのために存在する勝手に送りつけられて来るトラフィ
ックの評価に基づいて選択されてもよい。固定値の使用はタイマの実施を単純化すること
ができる。構成可能な値は、性能を改善できる、動作環境への適応を考慮に入れる。例え
ば、タイマ値は勝手に送りつけられて来るＩＰパケットの性質、無線ネットワークの動作
、等に基づいて決定されることができる。
【００４５】
　図６および７は勝手に送りつけられて来るＩＰパケットを識別することおよび勝手に送
りつけられて来るＩＰパケットを受信することの影響が軽減されるように早めに休止状態
に移行することの特別の実施形態を示す。一般に、勝手に送りつけられて来るＩＰパケッ
トはいろいろな手法で識別されることができる。例えば、受信ＩＰパケットは、もしもそ
れが（１）図６に関して記述されたように、無線装置を休止状態から再活性化させる、（
２）図７に関して記述されたように、無線装置で走行中のアプリケーションまたはサービ
スに引き渡されない、（３）無線装置によって無応答または単一の拒絶という結果になる
、または（４）何か他の条件または基準を満足するならば、勝手に送りつけられて来るＩ
Ｐパケットであるとみなされることができる。もしあるなら、勝手に送りつけられて来る
ＩＰパケットはまた次のデータ交換のために必要な時間の量によって識別されることもで
きる。例えば、もしも受信ＩＰパケットに続くデータ交換が所定の持続時間より短いなら
ば、その時は受信ＩＰパケットは勝手に送りつけられて来るＩＰパケットであるとみなさ
れることができる。勝手に送りつけられて来るＩＰパケットについてのデータ交換は典型
的に正当なＩＰパケットのためのデータ交換と比較して全く短い。とにかく、勝手に送り
つけられて来るＩＰパケットとしての受信ＩＰパケットの検出はより早めに休止状態を開
始し、よって無線資源および電池パワーの両者を保護するために使用されることができる
。
【００４６】
　図８は無線装置１２０の１実施形態のブロック図を示す。無線装置１２０は無線ネット
ワーク１３０との通信用の無線モデム、コントローラ８４０、メモリ８４２、およびタイ
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マ８４４を含む。伝送パス上では、無線装置１２０によって送られるべきデータおよびシ
グナリングが符号器８２２によって処理（例えば、フォーマット、符号化、およびインタ
ーリーブ）され、およびさらにデータチップのストリームを発生するために変調器（Ｍｏ
ｄ）８２４によって処理（例えば、変調、拡散、チャネル化、およびスクランブル）され
る。送信器ユニット（ＴＭＴＲ）８３２はその後、アンテナ８３６を介して送信される、
逆方向リンク信号を発生するためにデータチップストリームを調節（例えば、アナログへ
の変換、フィルタ、増幅、および周波数アップコンバート）する。逆方向パス上では、無
線ネットワーク１３０内の基地局によって送信された順方向リンク信号はアンテナ８３６
によって受信され、および受信器ユニット（ＲＣＶＲ）８３８に供給される。受信器ユニ
ット８３８はデータサンプルを発生するために受信信号を調節（例えば、フィルタ、増幅
、周波数ダウンコンバート、およびディジタル化）する。復調器（Ｄｅｍｏｄ）８２６は
記号推定値を得るためにサンプルを処理（例えば、デスクランブル、逆拡散、チャネル化
、および復調）する。復号器８２８は復号データを得るために記号推定値をさらに処理（
例えば、デ・インターリーブおよび復号）する。符号器８２２、変調器８２４、復調器８
２６、および復号器８２８はモデムプロセッサ８２０によって実施されることができる。
これらのユニットは無線ネットワーク１３０によって使用された無線技術（例えば、Ｗ－
ＣＤＭＡまたはｃｄｍａ２０００）に従って処理を実行する。
【００４７】
　コントローラ８４０は無線装置１２０内のいろいろなユニットの動作を指示し、および
図３に示されたアプリケーションを実行し、およびプロトコルスタックを実施する。メモ
リユニット８４２はコントローラ８４０および他のユニットによって使用されたプログラ
ム符号およびデータを蓄積する。タイマ８４４は静止タイマ、ウェイトタイマ、および／
または他のタイマを実施することができる。
【００４８】
　コントローラ８４０は勝手に送りつけられて来るＩＰパケットを受信することの影響を
軽減するために図４，６および７内に示された手順４００，６００および／または７００
を実施できる。コントローラ８４０は勝手に送りつけられて来るＩＰパケットを識別する
ために使用された適切な情報を受信できる。この情報は、例えば、受信ＩＰパケットが休
止状態からの再活性化を引き起こすかどうかに関する表示、受信ＩＰパケットに関する行
先ポート番号、等を含んでもよい。コントローラ８４０は受信情報に基づいて勝手に送り
つけられて来るＩＰパケットを識別し、および、例えば、図６および／または７に関して
上述されたように、検出トラフィックに基づいて静止タイマおよび／またはウェイとタイ
マを運用する。コントローラ８４０はもしも勝手に送りつけられて来るＩＰパケットが検
出されれば早めに休止状態を開始できる。
【００４９】
　この中に記述された技術はいろいろな手法によって実施されることができる。例えば、
これらの技術はハードウェア、ソフトウェア、またはそれの組合わせで実施されることが
できる。ハードウェアの実施の形態について、勝手に送りつけられて来るＩＰパケットを
識別し、および休止状態を早めに開始するために使用された処理ユニットは１つまたはそ
れ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デ
ィジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）、プログラマブル論理装置（ＰＬＤ）、フィールドプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントロ
ーラ、マイクロプロセッサ、電子装置、この中に記述された機能を実行するように設計さ
れた他の電子ユニット、またはそれの組合わせの内部で実施されることができる。
【００５０】
　ソフトウェアの実施の形態について、技術は、この中に記述された機能を実行するモジ
ュール（例えば、手順、機能、等）で実施されることができる。ソフトウェア符号はメモ
リユニット（例えば、図８におけるメモリユニット８４２）に蓄積され、およびプロセッ
サ（例えば、コントローラ８４０）によって実行されることができる。メモリユニットは
プロセッサ内でまたはプロセッサと無関係に実施されることができる。
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【００５１】
　開示された実施形態の前の説明はこの分野の任意の技術者が本発明を製作または使用す
ることを可能とするように提供される。これらの実施形態へのいろいろな変更は、この分
野の技術者にはたやすく明白であるだろうし、およびこの中に定義された包括的な原理は
この発明の精神または範囲から逸脱すること無しに他の実施形態に適用されてもよい。従
って、本発明はこの中に示された実施形態に限定されるつもりはなく、しかしむしろこの
中に開示された原理および新規な特徴と矛盾しない最も広い範囲が許容されるべきである
。
【符号の説明】
【００５２】
　１２０…無線装置、１３０…無線ネットワーク、１４０…ラジオネットワーク、１４２
…基地局、１４４…パケットデータエンティティ、１５０…ＩＰゲートウェイ、１６０ａ
…データネットワーク、１６０ｂ…インターネット、１７０…遠隔ホスト

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成23年5月9日(2011.5.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線装置であって、
　休止状態の間に無線ネットワークからパケットを受信するように動作するプロセッサと
、および
　前記受信パケットが前記無線ネットワークから勝手に送りつけられて来るパケットであ
るかどうかを決定し、および前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであ
るとみなされる場合、早めに休止状態へ移り戻ることを開始するように動作するコントロ
ーラと、
　を含む無線装置。
【請求項２】
　前記受信パケットが前記無線装置において実行中のアプリケーションまたはサービスに
引き渡されない場合、前記コントローラは、前記受信パケットが勝手に送りつけられて来
るパケットであると宣言するように動作する、請求項１記載の無線装置。
【請求項３】
　前記受信パケットが無応答または拒絶応答という結果になる場合、前記コントローラは
、前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言するように動作す
る、請求項１記載の無線装置。
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【請求項４】
　次のデータ交換が、もしあるならば、所定の持続時間より短いとみなされる場合、前記
コントローラは、前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言す
るように動作する、請求項１記載の無線装置。
【請求項５】
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであり、および静止タイマの終
了時に休止状態への移行を開始するとみなされる場合、前記コントローラは、前記静止タ
イマを短縮値にリセットするように動作する、請求項１記載の無線装置。
【請求項６】
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであり、および静止タイマの終
了時に休止状態への移行を開始することはないとみなされる場合、前記コントローラは、
前記静止タイマを所定の値にリセットするように動作する、請求項１記載の無線装置。
【請求項７】
　休止状態の間に無線ネットワークからパケットを受信することと、
　前記受信パケットが前記無線ネットワークから勝手に送りつけられて来るパケットであ
るかどうかを決定することと、および
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、早め
に休止状態に移り戻ることと
　を含む方法。
【請求項８】
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるかどうかを前記決定する
ことは、
　前記受信パケットがアプリケーションまたはサービスに引き渡されない場合、前記受信
パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言することを含む、請求項7記
載の方法。
【請求項９】
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、静止
タイマを短縮値にリセットすることと、および
　前記静止タイマの終了時に休止状態に移行することと
　をさらに含む請求項７記載の方法。
【請求項１０】
　休止状態の間に無線ネットワークからパケットを受信するための手段と、
　前記受信パケットが前記無線ネットワークから勝手に送りつけられて来るパケットであ
るかどうかを決定するための手段と、および
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、早め
に休止状態に移り戻るための手段と
　を含む装置。
【請求項１１】
　前記受信パケットがアプリケーションまたはサービスに引き渡されない場合、前記受信
パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言するための手段をさらに含む
請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、静止
タイマを短縮値にリセットするための手段と、および
　前記静止タイマの終了時に休止状態に移行するための手段と
　を含む請求項１０記載の装置。
【請求項１３】
　休止状態の間に無線ネットワークからの受信パケットが前記無線ネットワークから勝手
に送りつけられて来るパケットであるかどうかを決定する動作、および
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、早め
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に休止状態へ移り戻ることを開始する動作
　を無線装置内で行うことができる命令を蓄積するためのプロセッサ可読媒体。
【請求項１４】
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合に、静
止タイマを短縮値にリセットするため、および
　前記静止タイマの終了時に休止状態への移行を開始するために、
　実行可能な命令をさらに蓄積するための請求項１３記載のプロセッサ可読媒体。
【請求項１５】
　休止状態の間に無線ネットワークからパケットを受信する動作を行うプロセッサと、お
よび
　前記受信パケットが無線ネットワークから勝手に送りつけられて来るパケットであるか
どうかを決定する動作、前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると
みなされる場合、所定の持続時間の間静止タイマのために第１のタイマ値を使用する動作
、および、前記所定の持続時間の後に前記静止タイマのために第２のタイマ値を使用する
動作を行うコントローラと
　を含む無線装置。
【請求項１６】
　前記コントローラは、前記所定の持続時間の間に受信された各パケットについて前記静
止タイマを前記第１のタイマ値にリセットする動作を行う、請求項１５記載の装置。
【請求項１７】
　前記コントローラは、前記所定の持続時間の後に受信された各パケットについて前記静
止タイマを前記第２のタイマ値にリセットする動作を行う、請求項１５記載の装置。
【請求項１８】
　前記所定の持続時間は、前記第１のタイマ値または前記第２のタイマ値に等しい、請求
項１５記載の装置。
【請求項１９】
　前記コントローラは、前記静止タイマの終了時に休止状態への移行を開始する動作を行
う、請求項１５記載装置。
【請求項２０】
　前記第１のタイマ値は、設定可能である、請求項１５記載の装置。
【請求項２１】
　休止状態の間に受信されるパケットが無線ネットワークから勝手に送りつけられて来る
パケットであるかどうかを決定することと、
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、静止
タイマのために第１のタイマ値を使用することと、ここにおいて、前記第１のタイマ値は
、所定の持続時間のために使用される、および
　前記所定の持続時間の後に前記静止タイマのために第２のタイマ値を使用することと
　を含む方法。
【請求項２２】
　前記所定の持続時間の間に受信された各パケットについて前記静止タイマを前記第１の
タイマ値にリセットすることをさらに含む、請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　前記所定の持続時間の後に受信された各パケットについて前記静止タイマを前記第２の
タイマ値にリセットすることをさらに含む、請求項２１記載の方法。
【請求項２４】
　前記所定の持続時間は、前記第１のタイマ値または前記第２のタイマ値に等しい、請求
項２１記載の方法。
【請求項２５】
　前記静止タイマの終了時に休止状態に移行することをさらに含む、請求項２１記載の方
法。
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【請求項２６】
　前記拒絶応答は、伝送制御プロトコル（TCP）リセットパケットを送ることを含む、請
求項３記載の無線装置。
【請求項２７】
　前記静止タイマの前記短縮値は、ネットワーク条件に基づいて設定可能である、請求項
５に記載の無線装置。
【請求項２８】
　前記静止タイマの前記短縮値は、１ないし５秒の範囲内である、請求項２７記載の無線
装置。
【請求項２９】
　前記静止タイマの前記所定の値は、ネットワーク条件に基づいて設定可能である、請求
項６記載の無線装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　開示された実施形態の前の説明はこの分野の任意の技術者が本発明を製作または使用す
ることを可能とするように提供される。これらの実施形態へのいろいろな変更は、この分
野の技術者にはたやすく明白であるだろうし、およびこの中に定義された包括的な原理は
この発明の精神または範囲から逸脱すること無しに他の実施形態に適用されてもよい。従
って、本発明はこの中に示された実施形態に限定されるつもりはなく、しかしむしろこの
中に開示された原理および新規な特徴と矛盾しない最も広い範囲が許容されるべきである
。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［1］無線ネットワークからパケットを受信するように動作するプロセッサと、および
　前記受信パケットが前記無線ネットワークから要求されない勝手に送りつけられて来る
パケットであるかどうかを決定し、および前記受信パケットが勝手に送りつけられて来る
パケットであるとみなされる場合、早めに休止状態への移行を開始するように動作するコ
ントローラと、
　を含む無線装置。
　［2］前記受信パケットが休止状態からの移行を引き起こす場合、前記コントローラは
、前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言するように動作す
る、［1］記載の無線装置。
　［3］前記受信パケットが前記無線装置において実行中のアプリケーションまたはサー
ビスに引き渡されない場合、前記コントローラは、前記受信パケットが勝手に送りつけら
れて来るパケットであると宣言するように動作する、［1］記載の無線装置。
　［4］前記受信パケットが無応答または拒絶応答という結果になる場合、前記コントロ
ーラは、前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言するように
動作する、［1］記載の無線装置。
　［5］次のデータ交換が、もしあるならば、所定の持続時間より短いとみなされる場合
、前記コントローラは、前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると
宣言するように動作する、［1］記載の無線装置。
　［6］前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであり、および静止タイ
マの終了時に休止状態への移行を開始するとみなされる場合、前記コントローラは、前記
静止タイマを短縮値にリセットするように動作する、［1］記載の無線装置。
　［7］前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであり、および静止タイ
マの終了時に休止状態への移行を開始することはないとみなされる場合、前記コントロー
ラは、前記静止タイマを所定の値にリセットするように動作する、［1］記載の無線装置
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。
　［8］無線ネットワークからパケットを受信することと、
　前記受信パケットが前記無線ネットワークから要求されない勝手に送りつけられて来る
パケットであるかどうかを決定することと、および
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、早め
に休止状態に移行することと
　を含む方法。
　［9］前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるかどうかを前記決
定することは、
　前記受信パケットが休止状態からの移行を引き起こす場合、前記受信パケットが勝手に
送りつけられて来るパケットであると宣言することを含む、［8］記載の方法。
　［10］前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるかどうかを前記決
定することは、
　前記受信パケットがアプリケーションまたはサービスに引き渡されない場合、前記受信
パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言することを含む、［8］記載
の方法。
　［11］前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合
、静止タイマを短縮値にリセットすることと、および
　前記静止タイマの終了時に休止状態に移行することと
　をさらに含む［8］記載の方法。
　［12］無線ネットワークからパケットを受信するための手段と、
　前記受信パケットが前記無線ネットワークから要求されない勝手に送りつけられて来る
パケットであるかどうかを決定するための手段と、および
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、早め
に休止状態に移行するための手段と
　を含む装置。
　［13］前記受信パケットが休止状態からの移行を引き起こす場合、前記受信パケットが
勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言するための手段をさらに含む［12］記載
の装置。
　［14］前記受信パケットがアプリケーションまたはサービスに引き渡されない場合、前
記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると宣言するための手段をさら
に含む［12］記載の装置。
　［15］前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合
、静止タイマを短縮値にリセットするための手段と、および
　前記静止タイマの終了時に休止状態に移行するための手段と
　を含む［12］記載の装置。
　［16］無線ネットワークからの受信パケットが前記無線ネットワークから要求されない
勝手に送りつけられて来るパケットであるかどうかを決定する動作、および
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、早め
に休止状態への移行を開始する動作
　を無線装置内で行うことができる命令を蓄積するためのプロセッサ可読媒体。
　［17］前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合
、静止タイマを短縮値にリセットする動作、および
　前記静止タイマの終了時に休止状態への移行を開始する動作
　を実行可能な命令をさらに蓄積するための［16］記載のプロセッサ可読媒体。
　［18］無線ネットワークからパケットを受信する動作を行うプロセッサと、および
　前記受信パケットが無線ネットワークから勝手に送りつけられて来るパケットであるか
どうかを決定する動作、前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであると
みなされる場合、所定の持続時間の間静止タイマのために第１のタイマ値を使用する動作
、および、前記所定の持続時間の後に前記静止タイマのために第２のタイマ値を使用する



(21) JP 2011-176859 A 2011.9.8

動作を行うコントローラと
　を含む無線装置。
　［19］前記コントローラは、前記所定の持続時間の間に受信された各パケットについて
前記静止タイマを前記第１のタイマ値にリセットする動作を行う、［18］記載の装置。
　［20］前記コントローラは、前記所定の持続時間の後に受信された各パケットについて
前記静止タイマを前記第２のタイマ値にリセットする動作を行う、［18］記載の装置。
　［21］前記所定の持続時間は、前記第１のタイマ値または前記第２のタイマ値に等しい
、［18］記載の装置。
　［22］前記コントローラは、前記静止タイマの終了時に休止状態への移行を開始する動
作を行う、［18］記載装置。
　［23］前記第１のタイマ値は、設定可能である、［18］記載の装置。
　［24］受信パケットが無線ネットワークから要求されない勝手に送りつけられて来るパ
ケットであるかどうかを決定することと、
　前記受信パケットが勝手に送りつけられて来るパケットであるとみなされる場合、静止
タイマのために第１のタイマ値を使用することと、ここにおいて、前記第１のタイマ値は
、所定の持続時間のために使用される、および
　前記所定の持続時間の後に前記静止タイマのために第２のタイマ値を使用することと
　を含む方法。
　［25］前記所定の持続時間の間に受信された各パケットについて前記静止タイマを前記
第１のタイマ値にリセットすることをさらに含む、［24］記載の方法。
　［26］前記所定の持続時間の後に受信された各パケットについて前記静止タイマを前記
第２のタイマ値にリセットすることをさらに含む、［24］記載の方法。
　［27］前記所定の持続時間は、前記第１のタイマ値または前記第２のタイマ値に等しい
、［24］記載の方法。
　［28］前記静止タイマの終了時に休止状態に移行することをさらに含む、［24］記載の
方法。
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